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■ 序 論 

 

1 計画策定の趣旨 

  

  本市は、昭和 45年度(1970 年度)に最初の総合計画となる「広島町総合開発計画」を策定して

以来、「自然と創造の調和した豊かな都市」をめざして今日までまちづくりを進めてきました。 

平成 23 年度(2011 年度)から令和 2 年度(2020 年度)までを計画期間とする北広島市総合計画

(第 5次)では、めざす都市像を「希望都市」「交流都市」「成長都市」と定め、本市の特性を生か

した活力ある都市づくりを計画的に進めてきました。 

  現在、我が国の社会経済情勢は、人口減少や少子高齢化の進行、ＡＩ(人工知能)を始めとした

技術革新の進展、自然災害に対する安全意識の高揚など、あらゆる価値観などが目まぐるしく変

化しており、地方自治体においても、経済環境の変化や地方分権改革、地方創生の更なる推進な

ど大きな転換期にあり、これまで以上に地域の自主性や自立性が強く求められています。 

令和 3年度(2021 年度)からスタートするこの総合計画は、時代の潮流を見極め、複雑化・多様

化する市民ニーズを的確に把握し、より政策効果を高めた事業展開が図られるよう、めざす将来

像を明らかにするとともに、その実現に向けたまちづくりの最上位計画となるものです。 

  なお、この計画の策定に当たっては、以下の点に留意しています。 

 

(1) 社会経済情勢の変化に柔軟に対応できる計画 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市民参加の推進 
 

 

 

 

(3) 施策の重点化 
 

 

 

 

(4) 目標値の設定 
 

 

 

人口減少や少子高齢化の進行、頻発する災害、環境問題、感染症の発生など私たちを取り巻

く情勢は、絶えず変化しています。また、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0※1、国土強靭化、地方創生、ＳＤ

Ｇｓ※2、多文化共生や働き方改革の取組など国が進める諸政策は、転換期を迎えています。更

に本市では、令和 5年(2023 年)に北海道及び本市に新たな価値と魅力をもたらすボールパーク

の開業が予定されています。このように社会経済情勢が変化する中にあっても、それらに柔軟

に対応できる計画とします。 

計画の企画・立案など、計画策定の各段階から多様な市民参加の手法を取り入れるなど、広

く市民に開かれた、市民との協働による計画とします。 

まちづくりの最上位計画として、政策・施策全般を掲げる総花的な計画とならないよう、重

点的に取り組む施策を明確にした計画とします。 
 

計画実施の成果を分かりやすく検証し、進行管理ができるよう、出来る限り定量的な指標を

用いた目標を設定します。 
 

※2 ＳＤＧｓ(エスディージーズ)：英語の Sustainable Development 
Goals(持続可能な開発目標)の略。2015 年 9 月の国連サミットで採択され
た 2030 年までの国際目標であり、持続可能な世界を実現するための 17
のゴール・169 のターゲットから構成されている。 

※1 Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0(ソサエティ 5.0)：サイバー空間(仮想空間)とフィ
ジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会
的課題の解決を両立する人間中心の社会のこと。例えば、大量な情報の中か
ら必要な情報だけを AI(人口知能)が判別し、人間に提供するなど。 
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3 市の現状、市民意識 

 

(1) 市の現状と特色 
  

① 市の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 人口・世帯  

令和 2 年(2020 年)3 月末現在の

住民基本台帳における本市の人口

は、58,147 人となっており、平成

23年(2011年)3月末の人口60,465

人と比較すると 2,318 人、約 3.8%

の減少となっています。 

世帯数は、27,800 世帯で、平成

23 年(2011 年)3 月末の 25,996 世

帯と比較すると 1,804 世帯増加し

ています。1世帯あたりの人員は、

平成 23 年(2011 年)3 月末の 2.33

人から 2.09 人と 0.24 人減少し、

世帯の少人数化が進んでいます。 

年齢構成は、15歳未満の年少人

口が 6,521 人(総人口の 11.2%)、

15 歳から 64 歳の生産年齢人口が

32,789 人(同 56.4%)、65 歳以上の

老年人口が 18,837 人(同 32.4％)

となっており、ほぼ 3 人に 1 人が

65 歳以上となっています。 
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資料：北広島市「住民基本台帳」(各年度末)

人口・世帯数
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資料：H12～H27 総務省「国勢調査」(各年10月1日時点)

R1 北広島市「住民基本台帳」(R2.3月末)

年齢３区分別人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口

札幌市と新千歳空港の中間に位置する本市は、国道 36 号や国道 274 号を中心とした広域幹

線道路網、道央自動車道、ＪＲ千歳線などの交通網が充実した高い利便性を有しています。こ

のような利便性の良さから、宅地開発や工業団地の造成、都市基盤の整備が着実に進められて

きました。 

大都市の札幌市に隣接しながらも、なだらかな野幌丘陵に広がる特別天然記念物野幌原始林

を含む森林など豊かな自然に囲まれており、公園や森林などの緑地面積は、全市面積の約 64％

を占めています。公園・緑地の計画的な整備により、市街地まで多彩な緑が見られます。 

森林の中に整備された道道札幌恵庭自転車道線や、輪厚川等を中心とした親水空間は、市民

をはじめ近隣の住民からも親しまれており、身近に触れ合える自然や心なごむ景観が数多くあ

ります。 

豊かな緑が息づく環境、ゆとりある土地空間、美しく潤いのある景観、整備された都市機能

など、自然と都市機能が調和したまちが形成され、充実した生活環境が市民の生活を支えてい

ます。 
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国内の労働力不足などを背

景とした外国人雇用の動きが

増しており、市内に居住する

外国人は、年々増加していま

す。 

令和 2 年(2020 年)3 月末現

在の外国人人口は 401 人にな

っており、国籍別では、「中国」

が最も多く 94 人(全体の約

23.4％)、次いで「ベトナム」

が 86 人(約 21.4％)、「ミャン

マー」が 55 人(約 13.7％)、「ア

フガニスタン」が 41 人(約

10.2％)、「韓国」が 21 人(約

5.2％)などとなっています。 

 

 
人口動態については、出

生と死亡の差である自然動

態では、平成 19 年度(2007

年度)以降、死亡者数が出生

者数を上回っており、令和

元年度(2019 年度)では 315

人の自然減となっていま

す。市内への転入と市外へ

の転出の差である社会動態

では、平成 20 年度(2008 年

度)以降転出超過傾向とな

っていましたが、平成 28 年

度(2016 年度)以降には再び

転入超過となっており、令

和元年度(2019年度)では21

人の社会増となっていま

す。 
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資料：北広島市「住民基本台帳」(各年度計)

自然動態（出生・死亡）
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資料：北広島市「住民基本台帳」(各年度計)

社会動態（転入・転出）
転入者数 転出者数
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④ 歴史  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、石狩平野を通り日本海と太平洋をつなぐルート上に位置し、安政4年(1857年)には

「札幌越新道」と呼ばれる陸路(月寒～千歳間は、現在の国道36号をほぼなぞる道順)が開削

され、人々の往来、交流が行われてきました。 

明治6年(1873年)、大阪府出身の中山久蔵が島松川右岸(恵庭市域)から同左岸(北広島市域)

に移住し、この年、中山久蔵は道南以北では難しいとされていた寒冷地での米作りに成功し

ました。その後も志望者には耐寒品種「赤毛」を無償で配布するなど、全道に米作りが広が

る基礎を築いた功績によって「寒地稲作の祖」と呼ばれています。 

また、中山久蔵が4代目駅逓所取扱人を務めた島松駅逓所は、交通の要衝として多くの旅人

に利用され、明治10年(1877年)に札幌農学校(現北海道大学)初代教頭のＷ・Ｓ・クラーク

は、現在の旧島松駅逓所付近(当時の中山久蔵宅)で学生や職員らと別れる際に「ボーイズ 

ビー アンビシャス」の言葉を残しました。この言葉と精神は、今も北広島市民に受け継が

れています。 

本市の本格的なまちづくりが始まったのは、明治17年(1884年)、和田郁次郎を中心とする

広島県人らが一村創建をめざし、輪厚川周辺(現東部地区)に入植したことによります。25戸

103人とともに入植したこの地は「広島開墾地」と呼ばれ、移住初年から10年後には、500戸

を超える一大集落となりました。明治27年(1894年)には、月寒村から広島村として独立し、

その後、昭和43年(1968年)に町制施行により広島町が誕生しました。 

昭和45年(1970年)には、札幌圏の住宅需要に対応するとともに、広島町のまちづくりの核

となるべく、北海道による戸建住宅を中心とした「北広島団地」の造成が始まりました。

「北広島団地」は、フィンランドのタピオラ団地をモデルとした豊かな緑とゆとりある住環

境を特徴とした大規模住宅団地として整備が進められました。この造成を契機として、本市

の人口は急速に増加し、昭和45年(1970年)の約9,700人から昭和50年(1975年)には約22,200

人、昭和60年(1985年)には約40,800人、平成7年(1995年)には約53,500人となり、平成8年

(1996年)には道内33番目の市である北広島市となり、現在に至っています。 

和田郁次郎ら広島県人の移住により始まった広島県とのつながりは現代でも続いており、

東広島市とは、毎年姉妹都市交流が行われています。また、広島市の「広島平和記念公園」

にある「平和の灯(ともしび)」を分火し、世界の平和と友好を願い、北広島市平和の灯(ひ)

公園に「平和の灯」をともしてその意志を表明するなど、平和の願いを次世代の人々へ伝え

ています。 
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本市の持つ地理的、経済的条件などを踏まえ、活力ある産業の振興や魅力的で快適な生活環境

の向上を図ります。また、人口減少や少子高齢化の進展などに対し、持続可能な行政運営や自然

環境の保全の観点から、既存の都市基盤を有効活用した集約型の都市構造への誘導を図るととも

に、都市の質的な向上・再生や防災機能の強化などを進めます。 

コンパクトなまちづくりを基調とするため、既成の市街化区域を基本とした市街地の形成を図り

ます。しかしながら、大きな社会情勢の変化等が生じた場合には、既成市街地との一体性や周辺環

境との調和、適正な規模など慎重な判断の下で、土地利用について検討します。 

市街化調整区域では、無秩序な都市的土地利用は認めないこととし、農地や森林などの保全に努

めるほか、地域が有する自然や歴史、文化などの固有の魅力や価値を生かした土地利用を図ります。 

自然と共生したまちづくりを進めるため、都市機能の集約する市街地と森林・農業地域とがバラ

ンスを保つよう、計画的な土地利用の誘導を図ります。 

 

8 地区のまちづくり 
 
本市は、国道 36 号や国道 274 号、道道江別恵庭線や羊ヶ丘通等の広域幹線道路、道央自動車道、

ＪＲ千歳線の沿線など交通の利便性が高い地域に位置しており、丘陵地帯に広がる野幌原始林など

の森林を取り囲む形で市街地が形成されています。これらの市街地を中心とした生活圏を形成する

5 つの地区(東部地区、西部地区、大曲地区、西の里地区、北広島団地地区)について、それぞれが

持つ特性や機能性を考慮しながら計画的なまちづくりを進めていくために、各地区のまちづくりの

基本的方向を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 土地利用 
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(1) 東部地区                             

 

地区の特性(現況と課題)                         

 

■広域交流拠点の整備 

東部地区は、明治 17 年(1884 年)の広島県

人の集団入植によって開拓が始まった本市

発祥の地であり、昭和初期には、現在の道道

江別恵庭線の沿道に集落が形成されていま

した。その後、ＪＲ千歳線や道道江別恵庭線

などの整備により、交通の利便性が高まると

ともに、市役所などの公共施設、商工業施設、

高校、大学、芸術文化ホールなどの文教施設

などが集積し、多世代の住民が集う地区とな

っています。今後は、ボールパークの開業が

予定されており、市内外の人々による多様な

交流が生まれるため、これらのにぎわいが

様々な分野に波及するよう交流機能や産業

機能の充実を図るとともに、良好な景観が保

たれた地区を形成する必要があります。 

 

 

■ボールパークによる新たなまちづくり 

平成 30 年(2018 年)10 月 31 日に、きたひ

ろしま総合運動公園予定地に新球場の建設

が正式に決定しました。令和 5年(2023 年)に

ボールパークの開業が予定されていること

から、道路の新設や拡幅、公共交通の整備、

ＪＲ新駅の整備など交通機能の強化と併せ

て住環境の保全を図るとともに、ＪＲ北広島

駅周辺との連坦性を持ったまちづくりを推

進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域資源の保全と活用 

市街地の近くには、国有林をはじめとする

豊かな森林が広がっており、自然景観や眺望

に恵まれた場所に宿泊施設や温泉施設が立

地しているほか、市街地内には、輪厚川が流

れており、親水空間化されています。また、

地区内の東側には、農地が集積し、稲作、野

菜生産、酪農・畜産が行われているため、こ

れらと豊かな自然環境を適正に保全すると

ともに、地域資源として捉え、有効活用を図

っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

■治山・治水対策の推進 

昭和 25 年(1950 年)の豪雨により輪厚川、

昭和 56 年(1981 年)の豪雨により島松川が決

壊し、東部地区内の東側にある低地帯は大水

害に遭い、住民の生活基盤に大きな被害をも

たらしました。そのため、これらの河川につ

いて、継続的に改修事業を実施してきました。

また、千歳川流域は、千歳川河川整備計画に

基づいて、北広島市東の里遊水地の整備のほ

か、千歳川などの改修が進められています。

水害を未然に防ぐため、森林の保水機能を重

視した治山対策とともに、自然環境に配慮し

た治水対策を進める必要があります。 
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(1) 東部地区                                       

 

地区の基本的方向                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 公共施設、商工業施設、文教施設な

どの活用により、広域的な交流と世代

間の交流によるにぎわいが創出され、

市の中心的な役割を担う地域にふさわ

しい魅力と機能性を有する地区をつく

ります。 

② 国道 274 号、道道江別恵庭線、道道

栗山北広島線などの幹線道路やＪＲ駅

の利便性を生かした産業機能などの充

実を図るとともに、良好な景観が保た

れた活力みなぎる地区をつくります。 

③ 地区内外の移動に係る利便性向上や

交流の活性化を図り、地区内での快適

な生活を確保するとともに、他地区や

近隣市との往来がしやすく、交通環境

が充実した地区をつくります。 

④ ＪＲ北広島駅周辺とＪＲ新駅を含

めたボールパーク周辺の連担性を持っ

たまちづくりを推進するとともに、生

活の利便性が高く、良好な住環境とに

ぎわいが調和した地区をつくります。 

⑤ 季節感を演出する広大な森林などの

自然環境や地区の東側に集積する農地

を保全し、これらの地域資源を生かし

たレクリエーション空間の創出などに

より、生活の身近なところで緑に触れ

られる地区をつくります。 

⑥ 森林や河川の整備などによる治山・

治水対策により、災害に強く、安全に

安心して暮らせる地区をつくります。 
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(2) 西部地区                             

 

地区の特性(現況と課題)                         

 

■旧島松駅逓所周辺の整備 

西部地区は、明治初期からの開拓の歴史を

持つ地区であり、旧島松駅逓所、クラーク記

念碑、寒地稲作発祥の地の碑など北海道の開

拓史上、重要な史跡が保存されています。ま

た、旧島松駅逓所は、道内に残る最古の駅逓

所として昭和 59 年(1984 年)に国指定史跡と

なっていますが、老朽化が進んでいることか

ら、大規模改修が必要な状況となっています。

これらの貴重な歴史や文化財を後世に継承

するとともに、より多くの人の目に触れるこ

とができるよう旧島松駅逓所とその周辺地

域を含めた一体的な整備が必要となってい

ます。 

 

 

■買い物環境や公共交通など生活の利便性向

上 

  西部地区内において、人口減少や局地的な

高齢化が進行していく中で、住民の商業需要

に対応できる施設が少なく、また、公共交通

に関する地区住民の満足度が低い状況とな

っています。そのため、買い物環境や公共交

通などを充実させ、生活の利便性向上を図る

必要があります。また、コミュニティ※1活動

を支える交流機能も充実を図り、安心して住

み続けられる地域づくりを推進していく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業の活性化等を図る新たな土地利用の検

討 

西部地区内を南北に道央自動車道、国道 36

号が通っており、羊ヶ丘通においては、国道

36 号まで整備されていますが、道路交通機能

の強化を図るため、延伸に向けて今後も関係

機関と協議を進める必要があります。また、

国道 36 号や羊ヶ丘通沿道、輪厚パーキング

エリア周辺は、交通の利便性を生かした土地

利用を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

■地域資源の活用 

西部地区は、畑作と酪農地帯としての役割

を担っているほか、豊かな自然に抱かれた地

区として、スキー場、ゴルフ場、キャンプ場

などのスポーツ・レクリエーション施設があ

り、市内外から多くの人が訪れています。豊

かな自然環境やこれらの施設などを地域資

源として活用した交流空間の創出が必要と

なっています。 

 

 

 

■治山・治水対策の推進 

昭和 25 年(1950 年)の豪雨により、住民の

生活基盤に大きな被害をもたらしました。水

害を未然に防ぐため、森林の保水機能を重視

した治山対策とともに、自然環境に配慮した

治水対策を進める必要があります。 
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(2) 西部地区                                        

 

地区の基本的方向                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 コミュニティ：地域社会や共同体。人々が共通の意識をも
って生活を営む地域又は集団など。 

① 国指定史跡旧島松駅逓所とその周辺

地域の一体的な有効活用により、貴重

な歴史や文化財を後世に継承するとと

もに、人が学び憩える魅力ある交流空

間が形成された地区をつくります。 

② 通勤、通学、買い物など日常的な移

動が円滑にできる公共交通や道路など

のネットワークの形成を推進し、地区

内で快適な生活を確保するとともに、

他地区や近隣市との往来がしやすい交

通環境が充実した地区をつくります。 

③ 国道 36号や道央自動車道などが通

っている交通の要衝としての機能を生

かした産業機能などの充実を図るとと

もに、良好な景観が保たれた活力みな

ぎる地区をつくります。 

④ 輪厚パーキングエリア周辺などの

有効な土地利用の検討を含め、生活の

利便性向上に向けた都市機能・交流機

能の充実を図り、地区がにぎわい、地

域コミュニティ※1が活発な地区をつく

ります。 

⑤ 豊かで広大な自然を生かしたスポー

ツ・レクリエーション施設、史跡等の

活用やグリーンツーリズムによる交流

空間を形成し、市内外から多くの人が

訪れ、にぎわいと活気がある地区をつ

くります。 

⑥ 森林や河川の整備などによる治山・

治水対策により、災害に強く、安全に

安心して暮らせる地区をつくります。 
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(3) 大曲地区                             

 

地区の特性(現況と課題)                         

 

■都市基盤の充実 

明治 6 年(1873 年)に札幌本道(現在の国道

36 号)が開通し、国道 36号と道道栗山北広島

線の交差点付近に集落が形成されました。昭

和 40 年(1965 年)代から民間の宅地開発など

による住宅地の整備とともに、人口が急増し、

古くからの住宅地と新しい住宅地が混在し

ています。市街地周辺の樹林地などの自然環

境を保全しながら、道路や公園などの都市基

盤の充実を図る必要があります。 

 

 

■一体的な地域づくりの推進 

大曲地区内の国道 36 号付近には、大曲会

館や市役所大曲出張所があり、地区の中心的

な役割を担っています。一方で、道道栗山北

広島線沿いでは、ふれあい学習センターや商

店街が交流・商業機能を担っているため、地

区内のこれらの機能を一体的に活用できる、

生活の利便性が高い地域づくりを推進して

いく必要があります。 

 

 

■交流空間の創出と交通環境の充実 

大曲地区内には、大型商業施設や農業体験

施設などがあり、これらの施設を活用した交

流空間の創出が必要となっています。また、

大型商業施設周辺において交通渋滞が発生

しており、令和 5年(2023 年)のボールパーク

開業も見据え、渋滞解消に向けた道路交通機

能の強化や住環境の保全を図る必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

■産業機能などの充実 

大曲地区は、南北に道央自動車道、国道 36

号、羊ヶ丘通など広域幹線道路が通っており、

札幌市や新千歳空港などを結ぶ交通の要衝

となっています。これらの恵まれた立地条件

を生かし、大曲工業団地には、多くの企業が

立地操業しています。今後も、交通の利便性

を生かした産業機能などの充実を図る必要

があります。 

 

 

 

■災害に強いまちづくり 

平成 30 年(2018 年)9 月 6 日に発生した北

海道胆振東部地震により、昭和 40 年(1965

年)代に民間事業者の宅地開発によって住宅

地が形成された大曲並木地区の盛土による

のり面や擁壁が崩壊・崩落し、家屋が全壊・

大規模半壊などの被害を受けました。地域の

方々が安全に安心して暮らせるよう、早期復

旧に取り組むとともに、地域コミュニティ※1

の再構築を図り、災害に強いまちづくりを推

進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※1 コミュニティ：地域社会や共同体。人々が共通の意識をも
って生活を営む地域又は集団など。 
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(3) 大曲地区                                        

 

地区の基本的方向                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市街地周辺の自然を保全しながら住

環境と都市基盤の充実を図り、生活の

利便性が高い地区をつくります。 

② 地区内外の移動に係る利便性向上や

交流の活性化を図り、地区内での快適

な生活を確保するとともに、他地区や

近隣市との往来がしやすく、交通環境

が充実した地区をつくります。 

③ 大型商業施設やグリーンツーリズム

を生かした交流空間を形成し、市内外

から多くの人が訪れ、にぎわいと活気

がある地区をつくります。 

④ 大型商業施設周辺の交通の円滑化

を促進し、国道 36 号や道央自動車道

などが通っている交通の要衝としての

機能を生かした産業機能などの充実を

図るとともに、良好な景観が保たれた

活力みなぎる地区をつくります。 

⑤ ボールパークにより増加が見込まれ

る交通需要に関し、道道栗山北広島線

などの道路交通機能を強化し、交通の

円滑化を促進するとともに、良好な住

環境とにぎわいが調和した地区をつく

ります。 

⑥ 北海道胆振東部地震による被災地・

被災者の早期復旧・復興に取り組むと

ともに、災害に強く、安全に安心して

暮らせる地区をつくります。 
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(4) 西の里地区                             

 

地区の特性(現況と課題)                         

 

■だれもが暮らしやすい地区の形成 

西の里地区は、明治 28 年(1895 年)頃から

集落が形成され、昭和 45年(1970 年)からは、

西の里団地の造成を契機に、住宅地が計画的

に形成されてきました。また、福祉施設など

が集積している地区の特徴などから、昭和 62

年(1987 年)には、北海道の補助事業に基づい

た「ノーマライゼーション推進事業※1」を西

の里地区で実施するなど、地域住民同士の交

流も行われてきました。今後は、西の里出張

所や西の里公民館、医療施設、福祉施設など

の公共公益施設のほか、国道 274 号沿道の利

便性を生かした商業・業務施設等の充実を図

り、だれもが暮らしやすい地域づくりを推進

する必要があります。 

 

 

■自然環境と調和した住環境の形成 

西の里地区は、江別市から連なる特別天然

記念物である野幌原始林を含む国有林が広

がるなど、豊かな自然に囲まれた地区となっ

ています。また、市街地内においては、西の

里公園や虹ヶ丘公園など緑豊かな公園があ

り、今後も、自然環境と調和した住環境の形

成を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通環境の充実 

西の里小学校や西の里中学校は、住宅地か

ら離れており、また、ＪＲ上野幌駅は、隣接

する札幌市内にあることから、通勤・通学時

には、比較的長い距離の移動が必要となって

います。自家用車以外でも安全で快適に移動

ができる地区を形成するため、歩行者や自転

車の安全性と快適性を高めるとともに、公共

交通の利便性も高める必要があります。また、

令和 5 年(2023 年)のボールパーク開業も見

据え、国道 274 号など増加が見込まれる交通

需要に対応するため、道路交通機能の強化や

住環境の保全を図る必要があります。 

 

 

 

 

■ＪＲ上野幌駅に係る利便性の向上 

ＪＲ上野幌駅については、駅舎のバリアフ

リー化が重要な課題となっています。また、

駅周辺の有効な土地利用についても、検討し

ていく必要があります。これらの課題につい

て、今後も関係機関と協議を進める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 ノーマライゼーション推進事業：障がいのある人とない人の、地域
住民同士の交流を促進するために、北海道の補助に基づいて昭和 62 年
(1987 年)に本市(当時広島町)が実施したレクリエーション等の事業。 
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(4) 西の里地区                                      

 

地区の基本的方向                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2 コミュニティ：地域社会や共同体。人々が共通の意識をも
って生活を営む地域又は集団など。 

※3 ノーマライゼーション：障がいのある人を特別視するのではなく、
障がいのある人もない人も誰もが個人の尊厳を重んじられ、地域の中で
同じように生活を営める社会が通常(ノーマル)の社会であるとする考え
方。 

① 地区住民のコミュニティ※2の中心と

なる生活拠点の形成を図るとともに、

医療施設や福祉施設が集積しているノ

ーマライゼーション※3の地区として、

ともに支えあい、人にやさしい地区を

つくります。 

② 国道 274 号や市道厚別東通線沿道の

地域への商業・業務施設などの充実を

図るとともに、良好な景観が保たれた

地区をつくります。 

③ 豊かな緑と調和した住環境の形成を

図るとともに、子どもが遊び、高齢者

や障がい者が憩い交流できる地区をつ

くります。 

④ 通勤、通学、買い物など日常的な

移動が円滑にできる公共交通や道路な

どのネットワークの形成を推進し、地

区内で快適な生活を確保するととも

に、他地区や近隣市との往来がしやす

い交通環境が充実した地区をつくりま

す。 

⑤ ボールパークにより増加が見込まれ

る交通需要に関し、国道 274 号の道路

交通機能を強化し、交通の円滑化を促

進するとともに、良好な住環境とにぎ

わいが調和した地区をつくります。 

⑥ ＪＲ上野幌駅が立地する利便性を生

かした駅周辺の土地利用の検討を含

め、住民が安全に安心してＪＲ上野幌

駅を利用できる利便性が高い地区をつ

くります。 
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(5) 北広島団地地区(愛称：さんぽまち)                            

 

地区の特性(現況と課題)                         

 

■緑豊かな住環境の充実 

  北広島団地地区は、道営の住宅団地として

昭和 45 年(1970 年)から造成され、緑豊かな

ゆとりある住環境が特徴であるほか、歩行者

の交通安全を確保するため、歩車分離が積極

的に図られた地区となっています。また、地

区内には、総合公園、近隣公園、自転車歩行

者専用道路などがあり、憩いの場、スポーツ

や健康づくりの場として利用されています

が、社会情勢や住民ニーズの変化に対応した

魅力ある空間づくりを図る必要があります。 

 

 

■ＪＲ北広島駅周辺の整備 

北広島団地地区は、隣接する東部地区と併

せて本市の商業、交通、文化などの中心地と

して発展し、ＪＲ北広島駅東西を連絡するエ

ルフィンパークなど“北広島の顔づくり”が

進められてきました。今後は、令和 5年(2023

年)のボールパーク開業も見据え、ＪＲ北広

島駅周辺における都市機能の充実や道路交

通機能の強化を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子育て世代の定住促進 

北広島団地地区は、昭和 45 年(1970 年)の

造成開始から 50 年が経過し、緑が豊かで落

ちつきのある住宅地へと成熟してきた一方

で、少子高齢化の進行とともに、空き家が増

加している状況となっています。緑豊かな美

しい住環境や住民主体のコミュニティ※1 を

維持するため、子育て世代の定住を促進する

必要があります。 

 

 

 

 

■買い物環境や公共交通など生活の利便性向

上 

北広島団地地区内の商業施設は、自動車利

用の増大、商業の業態や消費者ニーズの多様

化などにより、減少してきました。このよう

な状況に加えて、住民の高齢化が進み、買い

物環境の改善や公共交通の充実が求められ

ていることから、生活の利便性向上を図る必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 コミュニティ：地域社会や共同体。人々が共通の意識をも
って生活を営む地域又は集団など。 
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(5) 北広島団地地区(愛称：さんぽまち)                               

 

地区の基本的方向                           

 

※2 地域コミュニティ施設：地区住民センター、会館、集会所
などのことで、町内会の会議のほか、各種講習会、学習、健康
体操、介護予防など地域住民が交流できる施設。 

① 地区内の各種公園や自転車歩行者専

用道路などの特徴的な都市機能を生か

し、多世代の住民が歩きやすく、地区

の愛称「さんぽまち」にふさわしい、

緑豊かで季節感を感じられる良好な景

観が保たれた地区をつくります。 

② ＪＲ北広島駅西口周辺の価値と魅力

を高めるため、都市機能の再整備を進

め、地域住民等の集える交流空間が形

成された地区をつくります。 

③ ボールパークにより増加が見込まれ

る交通需要に関し、交通の円滑化を促

進するとともに、良好な住環境とにぎ

わいが調和した地区をつくります。 

④ 土地利用の見直しや不動産の流動

化の促進などにより、子育て世代の定

住を促進し、都市機能や地域コミュニ

ティ※1の維持・向上を図り、多世代が

集い暮らしやすい地区をつくります。 

⑤ 地区内の地域コミュニティ施設※2な

どを住民の交流拠点として充実させ、

子どもから高齢者まで、世代を超えた

交流ができる地区をつくります。 

⑥ 通勤、通学、買い物など日常的な移

動が円滑にできる公共交通や道路など

のネットワークの形成を推進するとと

もに、商業機能などの充実を図り、生

活の利便性が高い地区をつくります。 
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2 重点プロジェクト  
「まちづくりのテーマ」と「めざす都市像」を実現するため、市は、基本計画の分野別計画(第 1章

～第 6 章)に掲げる施策を推進していきますが、その中でも特に重点的に取り組むべき施策につい

て「重点プロジェクト」として設定します。重点プロジェクトは、分野の異なる施策や事業を一体

的に展開することで、分野を横断した総合的な成果を上げることをめざしており、分野別計画に掲

げる全施策の先導的な役割を果たすものです。 

持続可能な行政運営を推進するためには、定住人口の増加の図り、そこから波及する「住み良さ」

の向上に繋がる様々な効果を発揮させることが重要であると捉え、定住人口の増加を中心とした

「人口増加プロジェクト」を重点プロジェクトとして設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「①子育て支援の充実」や「③学校教育の充実」にも重点を置くことにより、子育て世代

の定住促進を図ります。 

これらの定住人口増加に直結する施策のほか、「⑨観光の振興」等の施策を推進することにより、

交流人口、関係人口※2 の創出・拡大を図ります。なお、国における交流人口と関係人口の定義は、

下図のとおりですが、本市の場合は、ゴルフ場や大型商業施設等への来訪者も交流人口と捉えると

ともに、他市町村から本市に通勤・通学する人口も関係人口と捉え、本市の地域特性に合った人口

の捉え方をします。そして、より多くの交流人口と関係人口に、本市の自然豊かな居住環境の良さ

などを知ってもらうとともに、本市に対する愛着醸成を図ることにより、将来的に北広島市民とし

て定住に結びつくよう各種施策を推進していきます。 

 

【参考】交流人口、関係人口※2、定住人口について   出典：総務省ホームページ「関係人口ポータルサイト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民意識調査の結果として、北広島

市外の出身者が本市に住むようになっ

たきっかけとして多いものは、「適当

な物件(土地・建物等)があったか

ら」、「就職・転勤・進学などの関係か

ら」、「通勤・通学などに便利だから」

などが挙げられます。これらに直結す

る施策として、「⑥良好な居住環境の

確保」による居住物件の確保等、「⑧

就業場所の確保等」や「⑦公共交通の

充実」による通勤・通学などの利便性

向上を重点プロジェクトの一つとして

おり、ボールパーク構想※1とも連携し

ながらこれらの施策を充実させること

により、市内への転入者の増加に直結

するものと捉えることができます。 

北広島市外の出身者が本市に住むようになったきっかけ 

(平成 30 年(2018 年)実施の市民意識調査結果) 
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成果指標 現状値 目標値 

人口(住民基本台帳) 58,265 人 

(Ｒ元年 12 月末) 

60,000 人 

(Ｒ13 年 3 月末) 

「北広島市での住み良さ」の「住み良い」

と「どちらかと言えば住み良い」の割合 
75.4％ 

(Ｈ30 年度) 

80.0％ 

(Ｒ7 年度) 

 

 

 

 

 

 

⑥良好な居住環境の確保 
・空き地・空き家等の 
流動化促進 

・住み替え等の支援 
・既存市街地内での 
土地利用の見直し 

①子育て支援の充実 
・保育の定員拡大と 
受入体制の整備 

・産科等の誘致 
・包括的な子育て支援 

②健康増進・活力向上 
・健康づくりの支援 
・スポーツを通した交流 
の推進 

 

③学校教育の充実 
・小中一貫教育の推進 
・コミュニティ・スクール※3 
の推進 

 ・外国語教育の推進 
・良好な教育環境や適正な 
集団規模の中での学校教 
育の推進 

⑤都市機能の整備 
・地区の特性に応じた 
市街地形成と都市機能 
の整備 

・ＪＲ北広島駅周辺と 
ボールパークＪＲ新駅 
周辺との連担性を持った 
まちづくりの推進 

 ・魅力ある公園づくり 

⑨観光の振興 
・地域資源を活用した 
観光振興の展開 

・近隣市町村等と連携 
した効果的なプロモー 
ションの展開 

⑩地域コミュニティの推進 
・自治会・町内会等の支援 
・学びを通したコミュニティ※4 
づくりの推進 

④文化財の保存・活用と 
芸術文化の振興 

・国指定史跡旧島松駅逓所の 
大規模改修とその周辺地域 
の一体的な整備 

 ・芸術文化を通した交流の 
推進 

⑦公共交通の充実 
・利便性の高い持続可能な 
公共交通網の構築 

⑧就業場所の確保等 
・就業場所の確保 

 ・就業機会の拡大 
・新たな産業集積の推進 

 

定住人口の増加 

人口増加プロジェクト 

交流人口、関係人口の増加 

※2 関係人口：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人
口」でもない、地域や地域の人々と継続的に多様な形で関わる人々のこ
と。 

※1 ボールパーク構想：官民連携プロジェクトとして、新球場を核とし
たボールパークを整備することで、まちづくりの様々な分野に波及効果
を生み出し、持続可能な都市経営と地域課題の解決を図る構想。 

※3 コミュニティ・スクール：学校と保護者、地域住民で構成する「学校運
営協議会」を設置した学校で、地域住民や保護者などが学校運営に携わるこ
とで、地域とともにある学校づくりを進める仕組み。 

※4 コミュニティ：地域社会や共同体。人々が共通の意識をもって生
活を営む地域又は集団など。 
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第４章 住みよい環境にかこまれたまち 
 

第１節 都市機能の整備 

 

 

現 況 と 課 題 
 

持続可能なまちづくりの推進に向けて、都

市機能や居住機能の集積、公共施設の適正な

配置、公的不動産の有効活用等により、コン

パクトなまちづくりへの転換を図り、若者か

ら高齢者まで、多世代が暮らしやすい地域を

形成する必要があります。 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律により、道路、公共施設等の一

体的なバリアフリーのまちづくりに向けた取

組が求められています。 

平成 31 年(2019 年)4 月に北広島市立地適

正化計画を公表しました。この計画では、Ｊ

Ｒ北広島駅周辺を都市機能誘導区域、北広島

団地地区と東部地区の一部を居住誘導区域に

設定しています。しかし、都市機能誘導区域

であるＪＲ北広島駅周辺のうち、特に西側の 

地域は、未利用市有地が点在しており、これ

らの土地の有効活用により、医療、子育て、

商業等の都市機能の誘導を図るなど、駅周辺

地域の魅力と価値が高まるよう、一体的な土

地利用や機能整備を進める必要があります。 

令和5年(2023年)のボールパーク開業時に

おいては、ＪＲ北広島駅がボールパークへの

アクセス拠点となることから、アクセス交通

の整備に加え、駅周辺でのにぎわいの創出・

滞留ができるようなまちづくりを進める必要

があります。 

本市には、各地区の都市的な景観のほか、

市街地間を結ぶ道路沿いにある森林や田園な

どの農山村的な景観といった良好な景観資源

があり、これらを活用しながら、丘陵地帯な

どの本市の特性を生かした美しい景観を守り

育てていく必要があります。 

 

 

基 本 的 方 向 
 

■持続可能なまちづくりの実現に向け、地区の特性に応じた都市機能等の充実を図ります。 

■ボールパーク及びその周辺の魅力あるまちづくりを進めるため、民間事業者等の誘導や北海

道らしい景観づくりの推進を図るとともに、ＪＲ新駅の整備に向けた取組を進めます。 

■ＪＲ北広島駅周辺の一体的な再開発に向けた取組の検討を進めます。 

■道路、公共施設等の一体的なバリアフリーのまちづくりに向けた取組を推進します。 

■市民・事業者・行政の協働により、地域の個性や魅力を生かした魅力ある景観づくりを進め

ます。 
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第４章 住みよい環境にかこまれたまち 

第１節 都市機能の整備 

 

 

 
 
1 都市機能の整備の推進                             

●地区の特性に応じた市街地形成を進め、都市機能の適正配置を推進します。 

●隣り合う複数の区画の土地を一体的に用いる小規模な再開発等に係る相談体制を整え、商業機

能等の整備を促進します。 

●ＪＲ北広島駅がボールパークへのアクセス拠点となることを踏まえた環境整備を進めるとと

もに、ボールパークに隣接するＪＲ新駅の整備に向けた取組を進めます。 

●ボールパークに隣接するＪＲ新駅の周辺地域では、民間活力による商業・業務施設等の誘導を

図ります。 

●ボールパークの地域については、新たなまちづくりを行うとともに、わかりやすく親しみのあ

る町名を整備します。 

●ＪＲ北広島駅周辺の価値と魅力が高まるよう、未利用市有地等の一体的な土地利用について、

地域住民や関係機関等との連携や民間活力を生かした取組を検討し、ボールパーク周辺との連

担性を持った整備を進めます。 

●本市の交通利便性を生かした道の駅の可能性について検討します。 

●コンパクトなまちづくりを実現するため、各地区の土地利用の見直しを進めるとともに、定住

人口の増加を図るため北広島団地地区の容積率※1の緩和等を進めます。 

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づいた移動等円滑化促進方針等を

策定し、道路、公共施設等の一体的かつ計画的なバリアフリー化を促進します。 

●輪厚パーキングエリア周辺は、スマートインターチェンジの利便性など地域特性を生かした土

地利用について検討します。 

●ＪＲ上野幌駅及びその周辺については、駅舎のバリアフリー化に向けて関係機関と協議を進め

るとともに、駅周辺の利便性を生かした土地利用を検討します。 

●市営駐車場及び自転車駐車場については、駅周辺の一体的な整備と調整を図るとともに、適切

な維持管理を行います。 

●本市の自然環境や都市機能を生かした景観づくりを進めます。また、違反屋外広告物の簡易除

去を実施します。 

●ボールパーク周辺の景観づくりについては、市民や企業と一体となった取組を進め、良好な景

観の形成を図ります。 

 

成果指標 現状値 目標値 

北広島市が「住み良い」「どちらかと言えば住み

良い」の割合(再掲) 
75.4％(Ｈ30 年度) 80.0％ 

 

 

 

施 策 

※1 容積率：敷地面積に対する建築物の延
べ床面積の割合。 
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北広島市総合計画(第 6 次) 

パブリックコメント後の変更案(抜粋) 

総合計画課 内線 3641・3642 

 
 


